
令和７年度「カーボンニュートラル技術ビジネス化推進事業」に係る企画提案公募　Q＆A
令和７年４⽉23⽇現在

⼤項⽬ ⼩項⽬ 質問 回答 質問日

仕様書 委託業務の内容 コンソーシアムの定義や、契約関係の要否は。
カーボンニュートラル技術を有する企業、技術を活⽤して製品化・⽤途開発を⾏う企業、技術
の製造⼯程への導⼊や製品の購⼊等を通じて技術の実装先となる企業等、様々なセクターの
企業から構成される団体と考えています。各企業同⼠の契約関係は必須ではありません。

4⽉11⽇

仕様書 委託業務の内容 「100件以上の相談への対応を実施」とあるが、メールでの対応を含めて
よいか。相談対応の詳細は報告することになるのか。

メールでの相談対応を必ずしも除外するものではございませんが、対⾯窓⼝を府内に常設する
という意義はご理解ください。相談対応の詳細は、報告いただくことを想定しています。 4⽉11⽇

仕様書 委託業務の内容 コンソーシアムの構築について、府内企業のみが対象か。メインが東京の
企業で、社社だけ府内企業が含まれている場合でもよいか。

府内企業が含まれていれば、府外企業を排除するものではありません。ただし、⽬的が⼤阪の
成⻑に向け、府内企業によるビジネス化の推進であるため、主要なメンバーに府内企業が⼊る
ようにしてください。

4⽉11⽇

仕様書 委託業務の内容 最終ゴールの⼀つとして、５団体以上のコンソーシアムの構築だと思うが、
これらを集めた成果報告会の実施は仕様にあるか。

同⼀の記載はございませんが、仕様書３⾴（２）企業等のニーズに応じたビジネス化サポート
の留意点に記載している「・コンソーシアム等の⽀援により、ビジネス化の実現につなげる、府内
産業へより⼤きな波及効果を与える等の具体的な成果が得られるよう、戦略的な⽀援を実施
すること。」　「・コンソーシアム等によるビジネス化が着実に進展するよう、ビジネス化に向けた進
捗状況や国のプロジェクト採択に向けた取組み状況等について、⼤阪府に定期的に報告する
こと。」のとおり、具体的な成果が得られるような戦略的な⽀援の実施及びビジネス化に向けた
進捗状況等の定期的な報告をお願いします。

4⽉11⽇

仕様書 委託業務の内容 将来的にコンソーシアムへの補助⾦の設定は考えているか。 可能性はございますが現時点では未定です。国の補助⾦等の情報を収集する等、ビジネス化
に資する情報発信を⾏ってください。 4⽉11⽇

仕様書 委託業務の内容
委託事業の⼀般原則

■チームビルディング⽀援
・セミナー・ピッチイベント時に外部の⽅にご登壇していただくことは可能性と
して考えられるか。
　その場合、基本的に再委託はNGと記載があったが、外部講師活⽤の
際は謝⾦の⽀払いもNGとなるか。
■ビジネス化サポート窓⼝
・ビジネス化窓⼝の窓⼝設置は、本事業のみのために拠点を借り上げな
いといけないか。
　既存の⽀社（別事業と共⽤）を活⽤することは可能か。
　また、弊社が所有していないシェアオフィスを活⽤することは可能か。
・打ち合わせスペースの設置以外に、具体的な拠点要件は何かあるか。
　例︓固定電話番号を公開できる、拠点の看板に本事業の窓⼝である
ことを明記できる、受付社員及び専⾨家が常駐している、等

■チームビルディング⽀援
・セミナー・ピッチイベント時に外部の⽅にご登壇していただくことは考えられます。当該謝⾦の⽀
払いは問題ございません。
■ビジネス化サポート窓⼝
・窓⼝設置について、所有されているオフィスの活⽤や、所有していないシェアオフィスの活⽤を
否定するものではございません。窓⼝の常設や⽀援に向けた打ち合わせを⾏うスペースが確保
できるか、相談対応がセキュリティ上問題なくできるか等、事業の⽬的・趣旨を踏まえ、窓⼝設
置にあたって効果的な場所をご提案ください。
・窓⼝機能に必要な問い合わせ先（電話番号、メールアドレス等）の設定や、平⽇の⽇中に
対応できる従事者の配置など、提案を求める事項にあるとおり、「府内に常設する窓⼝と、打ち
合わせスペースの提供場所について」「企業等から多くの相談やニーズを集めるための⼯夫や、
効果的な相談対応に向けた体制について」を具体的にご提案ください。

4⽉15⽇

応募様式
仕様書

様式４
委託業務の内容

１　様式４の事業実績申告書の記載内容について、業務名、発注者と
あるが、過去の⾏政等からの類似事業の受託実績を記載するのか。
２　本事業での⼀般管理費の上限は。

１　お⾒込みのとおりです。
２　特に設けておりません。 4⽉15⽇

公募要領 審査の⽅法 5⽉22⽇のプレゼンテーションの場所と時間は。 プレゼンテーションの場所は、申請書類の提出時に公募参加者に対しお伝えします。
プレゼンテーションの時刻は、公募締切後に公募参加者に対し通知します。 4⽉18⽇


